
公Ⅲ 世界の中の私たち 1.4 日本国憲法の原則がわかる 

 

本日のテーマ 

日本
に ほ ん

国
こく

憲法
けんぽう

の原則
げ ん そ く

（Principles）が、わかります。 

 

キーワード 

□国民
こくみん

主権
しゅけん

 

□平和
へ い わ

主義
し ゅ ぎ

 

□基本的
き ほ ん て き

人権
じんけん

の尊 重
そんちょう

 

□大日本
だいに っぽん

帝国
ていこく

憲法
けんぽう

との違
ちが

い 

 

Ｑ：日本国憲法の特 徴
とくちょう

は、何ですか？ 

Ａ：日本国憲法には、3 つの特徴（原則
げんそく

）があります。 

それは、①国民
こくみん

主権
しゅけん

、②平和
へ い わ

主義
し ゅ ぎ

、③基本的
き ほ ん て き

人権
じんけん

の尊 重
そんちょう

です。 

 

Ｑ： ①国民主権とは、何ですか？ 

Ａ：まず、主権
しゅけん

とは、国の在
あ

り方
かた

を決める権利のことです。 

政治を考える時に、主権を誰
だれ

が持っているのかが重要です。 

国民主権とは、国民が主権を持っているということです。 

今の憲法（日本国憲法）と 昔
むかし

の憲法（大日本
だいにっぽん

帝国
ていこく

憲法
けんぽう

）を比べてみましょう。 

  



 

Ｑ：大日本帝国憲法とは、何ですか？ 

Ａ：日本で初めて作られた憲法です（＊）。 

1889 年に公布
こ う ふ

され、1946 年に日本国憲法が公布されるまで続きました。 

大日本帝国憲法では、天皇
てんのう

が主権を持っていました。 

しかし、天皇主権には悪
わる

い影 響
えいきょう

がありました。 

明治
め い じ

時代
じ だ い

以降
い こ う

、日本の政府
せ い ふ

は、欧米
おうべい

諸国
しょこく

との競 争
きょうそう

に勝
か

つことを目指
め ざ

しました。 

そのために、日本の政府は、軍事的
ぐ ん じ て き

に強
つよ

い国になることを目指すようになりました。 

すると、軍隊が天皇の権威
け ん い

を利用
り よ う

して、好
す

きなように政治をするようになりました。 

その結果
け っ か

、日本は戦争（第二次世界大戦）に突 入
とつにゅう

しました。 

 

  



＊日本で初めて作られた憲法 

日本の歴史
れ き し

には「 十 七 条
じゅうしちじょう

の憲法
けんぽう

」というものがあります。 

７世紀
せ い き

の初めに、聖徳太子
しょうとくたいし

が作ったものです。 

「十七条の憲法」の内容
ないよう

は、何でしょうか。 

和
わ

を大切
たいせつ

にしなさい、仏 教
ぶっきょう

を大切にしなさい、天皇
てんのう

の命令
めいれい

に 従
したが

いなさいという内容です。 

「十七条の憲法」の内容は、権 力
けんりょく

者から役人への命令です。 

現代の憲法とは、「国民から権力に対して、命令をするもの」です。 

ですから、十七条の憲法は現代の「憲法」とは性質が異なります。 

 

 

Ｑ：日本国憲法では、天皇はどのように書かれていますか？ 

Ａ：日本国憲法では、国民が主権を持っています。 

天皇は政治の力は持っていません。 

その代わりに、天皇は国の 象 徴
しょうちょう

となりました。 

国の政治は、国民が選
え ら

んだ代 表 者
だいひょうしゃ

（政治家
せ い じ か

）が行
おこな

います。 

 

Ｑ：②平和
へ い わ

主義
し ゅ ぎ

とは、何ですか？ 

Ａ：日本は、平和を大事にして国を運営
うんえい

するということです。 

具体的
ぐ た い て き

には、戦争
せんそ う

をしない、軍隊
ぐんたい

を持
も

たない、戦争する権利
け ん り

を持たないということです。 

日本国憲法の第
だい

9 条
じょう

（＊）に、平和主義が規定
き て い

されています。 

 

  



＊日本国憲法の第９条を読んでみよう 

第９条  

日本
に ほ ん

国民
こくみん

は、正義
せ い ぎ

と秩序
ちつじょ

を基調
きちょう

とする国際
こくさい

平和
へ い わ

を誠実
せいじつ

に希求
ききゅう

し、国権
こっけん

の発動
はつどう

たる戦争
せんそう

と、武力
ぶりょく

による威嚇
い か く

又
また

は武力
ぶりょく

の行使
こ う し

は、国際
こくさい

紛争
ふんそう

を解決
かいけつ

する手段
しゅだん

としては、永 久
えいきゅう

にこれを放棄
ほ う き

する。 

  前
ぜん

項
こう

の目
も く

的
てき

を達
たっ

するため、陸海
りくかい

空軍
くうぐん

その他
た

の戦 力
せんりょく

は、これを保持
ほ じ

しない。国
くに

の交戦権
こうせんけん

は、これを認
みと

めない。 

 

Article 9.  

Aspiring sincerely to an international peace based on justice and order, the Japanese 

people forever renounce war as a sovereign right of the nation and the threat or use of 

force as means of settling international disputes. 

In order to accomplish the aim of the preceding paragraph, land, sea, and air forces, as 

well as other war potential, will never be maintained.The right of belligerency of the state 

will not be recognized. 

 

 

Ｑ：どうして、平和主義の原則になりましたか？ 

Ａ：第二次世界大戦のとき、日本は他の国々に大きな被害
ひ が い

を与
あた

えました。 

同時
ど う じ

に、日本人も大きな被害を受
う

けました。 

こうした歴史
れ き し

の反省
はんせい

をふまえて、日本国憲法では、日本が軍隊

を持たないこと、そして、他の国と永 久
えいきゅう

に戦争しないことを

誓
ちか

いました。 

戦争の末期
ま っ き

に、広島
ひろしま

と長崎
ながさき

には、世界
せ か い

で初めて
は じ め て

の原子
げ ん し

爆弾
ばくだん

が    

落
お

とされました。 

これをふまえて、日本は、1968 年に、「非核
ひ か く

三原則
さんげんそく

」を宣言
せんげん

しています。 

非核三原則とは、核兵器を「持たず、作らず、持
も

ち込
こ

ませず」という３つの原則です。  



Ｑ：日本には、軍隊はありませんか？ 

Ａ：軍隊はありません。 

日本には、自衛隊
じ え い た い

と呼
ｙ 

ばれる組織
そ し き

があります。 

日本政府は自衛隊について、「自衛のための組織」

（Self-Defense Forces）と説明しています。 

自衛隊は自然
し ぜ ん

災害
さいがい

が起
お

こったときに、救 援
きゅうえん

活動
かつどう

を 

します。 

また、国際
こくさい

連合
れんごう

の平和
へ い わ

維持
い じ

活動
かつどう

（PKO：Peacekeeping Operations）にも参加
さ ん か

します。 

 

Ｑ：③基本的
き ほ ん て き

人権
じんけん

の尊 重
そんちょう

とは、何ですか？ 

Ａ：基本的人権とは、人が生
う

まれながらにして持ってい

る権利のことです。 

基本的人権には、平 等 権
びょうどうけん

、自由権
じ ゆ う け ん

、社会権
しゃかいけん

 

（参政権
さんせいけん

、請 求 権
せいきゅうけん

）などがあります。 

 

★日本国憲法の原則について、わかったことを書きましょう。 

                                                                     

                                                                     

                                                                     

                                                                     

                                                                     

                                                                     

 


